
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（平成28年１月15日号外号）

【今号の内容】

●イクメン・イクボス"Kick-off"プロジェクト

●中小企業退職金共済制度法改正説明会

●「会社説明会プレゼンテーション研修会」参加企業を募集

●「RADIO BERRY/ハローワーク合同就職面接会＆会社説明会」参加企業を募集

●平成27年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」の公募開始

●平成28年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズ募集！

●女性活躍推進法認定マークのデザインを決定しました

●第４次男女共同参画基本計画

●学生アルバイトの労働条件の確保について要請しました
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イクメン・イクボス"Kick-off"プロジェクト

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

県こども政策課では、男性の育児参加を促進し、結

婚、妊娠・出産、子育てをしやすい職場環境づくりに

向けた取組を推進するため、「イクメン・イクボス

"Kick-off"プロジェクト」として、セミナーを開催し

ます。

１．日時 平成28年２月28日(日)

14:00～16:30(受付 13:30～)

２．場所 ホテル東日本宇都宮

(宇都宮市上大曽町492番地1)

３．内容

(1)基調講演

「経営戦略としてのイクメン・イクボスに取り

組むメリット」

【講師】 青野 慶久氏

(サイボウズ株式会社代表取締役社長)

(2)パネルディスカッション

「日本の未来の働き方」 ～イクメン・イクボ

ス先進国や先進企業に学ぶ～

【パネリスト】

青野 慶久 氏

徳倉 康之 氏

(NPO法人ファザーリング・ジャパン事務局長

埼玉県男女共同参画審議委員)

坂根 シルック 氏

(国立大学法人東京農工大学、リーディング



大学院特任准教授)

【司会・コーディネーター】

工藤 敬子 氏(有限会社 フェードイン)

４．対象 子育て中の男性、事務所の管理職、人事担

当者、その他ワーク・ライフ・バランスに

関心のある男女

５．参加費 無料

６．定員 300名(先着順)

託児有り(先着30名)

申込方法等の詳細は、こちら（↓）を御覧ください。

http://www.fadein.tv/info/14
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中小企業退職金共済制度法改正説明会

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

独立行政法人勤労者退職金共済機構では、中小企業

退職金共済法の一部改正について、金融機関、事業主

団体、行政機関等を対象に「中小企業退職金共済制度

法改正説明会」を開催いたします。

１．日時 平成28年２月３日(水)14：00～16：00

２．場所 栃木県総合文化センター(第２会議室)

(宇都宮市本町1-8)

３．内容 中小企業退職金共済法の一部改正について

４．参加費 無料

５．定員 40名

申込方法等の詳細は、こちら（↓）を御覧ください。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase44.html
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「会社説明会プレゼンテーション研修会」参加企業を

募集

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

栃木労働局では、企業が学生に対して、会社の魅力

を効果的に伝えられるスキルを身に付け、会社説明会

や面接会等において応募者確保を達成するための研修

会を開催します。



１．日時 平成28年２月25日(木) 9:30～16:30

２．場所 パルティとちぎ男女共同参画センター

301研修室（宇都宮市野沢町4-1）

３．対象 H28年３月８日開催の大卒等合同就職面接

会＆説明会に参加希望の事業所及び若者応

援宣言企業等

４．定員 30名

申込方法等の詳細は、こちら（↓）を御覧ください。

http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/anteika_topics

/xxxx_001.html
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「RADIO BERRY/ハローワーク合同就職面接会＆会社説

明会」参加企業を募集

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、緊急雇用対策の取組の一つとして

「不本意非正規対策・学卒正社員就職実現キャンペー

ン」を展開しており、このたび栃木労働局では、株式

会社エフエム栃木に委託した合同就職面接会と会社説

明会を併せて開催することとしました。

今春採用計画がある企業の皆様は、この機会に御参

加ください。

１．日時 平成28年3月8日（火）受付12時

面接会：12：30～14：00

説明会：14：30～16：00

２．場所 ホテル東日本宇都宮

（宇都宮市上大曽町492－1）

３．対象者

面接会：平成28年3月大学院、大学、短大、専門

学校等卒業予定者及び同学歴3年以内既

卒者

説明会：上記対象者及び平成29年3月大学院、大

学、短大、専門学校等卒業予定者

４．参加企業数 60社

５．参加費 無料

詳細は、こちら（↓）を御覧ください。

http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/anteika_topics



/mensetukai.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成27年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表

彰」の公募開始

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、 ひとり親家庭に対しての自立支

援の一環として 、就業支援に積極的に取り組んでい

る企業や団体を対象に「はたらく母子家庭・父子家庭

応援企業表彰」を実施します。

１．募集対象

(1)母子家庭の母及び父子家庭の父の就業支援に積

極的に取り組んでいる企業等

(2)母子・父子福祉団体等に相当額の事業の発注を

行っている企業

２．募集期限 平成28年２月12日(金)

申込方法等の詳細は、こちら（↓）を御覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108365.html
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平成28年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズ

募集！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、女性のより積極的な暮らし方・働

き方を推進するために、男性中心の意識や労働慣行の

変革を促し、多様な可能性を持つ社会を実現するため

のキャッチフレーズを募集します。

１．応募資格 どなたでも応募できます。

２．応募期限 平成28年２月29日(月)

３．募集テーマ

旧来の労働慣行や意識を変え、女性も男性も多様

な暮らしや働き方が可能な社会を作るための

キャッチフレーズ

申込方法等の詳細は、こちら（↓）を御覧ください。

http://www.gender.go.jp/public/week/week.html
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女性活躍推進法認定マークのデザインを決定しました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、このたび、「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律」に基づく認定表示（「認定

マーク」）を決定しましたので、お知らせします。

同省では、女性の活躍をさらに推進していくため、

認定制度や認定マークの周知を図っていきます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107533.html
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第４次男女共同参画基本計画
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平成27年12月25日、第４次男女共同参画基本計画が

閣議決定されました。

男女共同参画社会基本法に基づき、施策の総合的か

つ計画的推進を図るため、平成37年度末までの「基本

的な考え方」並びに平成32年度末までを見通した「施

策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めるもの

です。

http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html
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学生アルバイトの労働条件の確保について要請しまし

た

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、このたび、文部科学省と連携して、

学生アルバイトの多い業界団体に対し、労働基準関係

法令の遵守のほか、シフト設定などの課題解決に向け

た自主的な点検の実施を要請しました。

今年８月下旬から９月にかけて実施した「大学生等

に対するアルバイトに関する意識等調査」の調査結果

では、労働条件の明示が適切になされなかった、準備

や片付けの時間に賃金が支払われなかったなど、労働

基準関係法令違反のおそれがある回答がありました。

また、採用時に合意した以上のシフトを入れられた、



試験期間にシフトを入れられたなど、学業とアルバイ

トの適切な両立への影響が疑われるものもありました。

【要請の内容】

１ 労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の適

正な支払い、休憩時間の付与などの労働基準関係

法令を遵守すること

２ 学生の本分である学業とアルバイトの適切な両立

のためのシフト設定などの課題へ配慮すること

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108174.html

【配信停止】

本メールマガジンの配信の停止を希望する場合は、

お手数ですが、次のメールアドレスまで御連絡くださ

い。

栃木県産業労働観光部労働政策課

rousei@pref.tochigi.lg.jp

TEL 028-623-3218

FAX 028-623-3225


